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青少年育成吉川市民会議会則 

 
（名称） 
第１条 この会は、青少年育成吉川市民会議（以下「市民会議」という）と称する。 
（目的） 
第２条 市民会議は、広く市民の総意を結集し、次代を担う青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 
（事業） 
第３条 市民会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。 
（１）地域での青少年育成に関する事業 
（２）その他市民会議の目標達成のために必要な事業 
（構成） 
第４条 市民会議は、この会議の目的に賛同する正会員及び賛助会員をもって構成する。 
２ 正会員は、この会議の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。 
３ 賛助会員は、この会議の目的に賛同し、この会議の運営に協力する個人及び団体とする。 
（会議） 
第５条 市民会議に、次の会議を置く。 
（１）総会 
（２）理事会 
（３）部会 
（４）その他必要な会議 
（総会） 
第６条 総会は、市民会議の最高機関とし、正会員をもって構成する。 
２ 総会は、定例総会及び臨時総会とする。 
３ 定例総会は、毎年１回、会計年度終了後２か月以内に開催し、会長が招集する。 
４ 定例総会は、次の事項を決議する。 
（１）事業報告及び決算 
（２）事業計画及び予算 
（３）会則の改正に関する事項 
（４）その他理事会が必要と認めた事項 
５ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の５分の１以上から請求があったときに開催する。 
６ 総会の議長は、会長がこれにあたる。 
（理事会） 
第７条 理事会は、理事を持って構成し、次の事項を決議する。 
（１）総会の議決した事項の執行に関する事項 
（２）総会に付議すべき事項 
（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 
２ 理事会は、会長が招集し、会議を主宰する。 
（部会） 
第８条 市民会議は、第２条の目的達成のため、次の部会を置き、運営、推進にあたる。 
（１）青少年育成部会 
（２）広報部会 
２ 各部会に、部長を置く。また、必要により副部長を置くことができる。 
３ 各部会は、必要に応じて各部長が招集する。 
（決議） 
第９条 市民会議の議事は、出席者の過半数の同意を得て決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 
（役員） 
第１０条 市民会議に、次の役員を置く。 
（１）会長  １名 
（２）副会長 ２名以内 
（３）理事  １０名以内 
（４）監事  ２名 
（役員の選任） 
第１１条 役員の選任は、次のとおりとする。 
（１）会長及び副会長は、正会員の中から理事会で選出し、総会の承認を得るものとする。 
（２）理事及び監事は、正会員の中から総会で選任する。 
（３）監事は、他の役員と兼ねることができない。 
（役員の職務） 
第１２条 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、そ
の職務を代行する。 

３ 理事は、第７条に定めるところにより、その職務を行う。 
４ 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 
（役員の任期） 
第１３条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間をする。 
２ 役員は、その任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 
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（顧問）  
第１４条 市民会議に顧問を置くことができる。 
２ 顧問は、会長が委嘱する。 
３ 顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。 
（会計年度） 
第１５条 市民会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
（経費） 
第１６条 市民会議の経費は、会費、補助金、寄付金等をもってあてる。 
（会費） 
第１７条 正会員及び賛助会員は、次に定める会費を納めるものとする。 
（１）個人の正会員  年額 １,０００円 
（２）団体の正会員  年額 ５,０００円 
（３）個人の賛助会員 年額 １口１,０００円とし、１口以上 
（４）法人及び団体の賛助会員 年額 １口５,０００円とし、１口以上 
２ 前項の規定にかかわらず、団体である正会員のうち、理事会が認定した者の会費は免除することができる。 
（入会） 
第１８条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出して、会長の承認を得なければならない。 
２ 会長は、その結果を次の理事会に報告する。 
（退会） 
第１９条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。 
２ 会員が会費を２年以上納入しないときは、退会したものとみなす。 
（除名） 
第２０条 会員が市民会議の名誉をき損し、又は市民会議の目的に反する行為をしたとき、理事会の決議により、除
名することができる。 

（拠出金品の不返還） 
第２１条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 
（事務局） 
第２２条 市民会議の事務を処理するため、吉川市少年センターに事務局を置く。 
２ 事務局には事務局長、会計その他の職員を置く。 
３ 事務局長、会計その他の職員は、会長が任命する。 
４ 事務局の運営に関し、必要な事項は、別に定める。 
（雑則） 
第２３条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て定める。 
附則 
１ この会則は、平成２４年２月２４日から施行する。 
２ 設立当初の役員は、第１１条の規定にかかわらず、設立総会において選出及び決定する。また、その任期は、第

１３条の規定にかかわらず、平成２６年３月３１日までとする。 
３ 設立当初の会計年度は、第１５条の規定にかかわらず、設立の日から平成２５年３月３１日までとする。 
４ 設立初年度の会費は、第１７条の規定にかかわらず、徴収しない。 
 
附則 

この会則は、平成２５年５月２８日から施行する。 
附則 

この会則は、平成２６年５月２７日から施行する。   
附則 
  この会則は、令和４年５月２６日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


